
都道府県労働局労働基準部長 殿

基労発 11 1 8第 2号

平成 25年 11月 18日

厚生労働省労働基準局労災補償部長

(公印省略)

「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令j の施行等に伴う関係通達の

改正について

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成 25年厚生労働省令第

122号)及び労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定め

る件の一部を改正する件(平成 25年厚生労働省告示第 342号)の趣旨等については、

平成 25年 11月 1日付け基発 1101第 6号 rr労働者災害補償保険法施行規則の一部を

改正する省令」の施行及び「労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文

書の様式を定める件の一部を改正する告示j の適用について」をもって示されたとこ

ろであるが、これに伴い関係通達を別紙のとおり改正するので、事務処理に遺漏なき

を期されたい。

なお、本通達は平成 25年 11月 30日から施行するものとする。



Jllj紙

関係通達の改王

1 昭和 40年 11月 15日付け基災発第 18号「労災保険事務組合及び特別加入に関

する規定の運用について」の改正

(1) 記の第 1を次のように改める。

第 1 削除

( 2) 記の第 2の2の(1 )中 r2遥j を削り、「員iJ第 46条の 15J を「則第 46

条の 19J に、「申請書を 3通提出させ、その 1通を」を「申請書の写しを作

成し」に、 rJlIJ紙様式 3Jを「特様式第 1号j に改める。

( 3 ) 記の第 2の2の (2 )中「を 3通提出させることとし、そのうちの 1遥」

を削る。

(4 ) 記の第 2の2の (3 )を次のように改める。

( 3 ) 一人親方等の特別加入申請書の「法第 33条第 3号に掲げる者との

関係」欄に「家族従事者等j と記載された者については、当該申請書

に多数の氏名を列記することとなるので、当該者が、どの者どの関係

であるかが明らかとなるよう、当該者に係る同号該当者の氏名及びそ

の者との続柄等を記載されるよう指導されたい。

( 5 ) 記の第 2の2の (3 )の下に次のように (4)を加える。

(4 ) 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する局署の事務

処理

労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する署長は、特

別加入に係る申請書又は変更届を受理したときは、当該申請書又は

変更届を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する局長

に送付されたい。

( 6 ) 記の第 2の 3の(1 )中「別紙J及び「、保険料率適用事業細目表の事業

の種類の細目 j を削り、「及び労働時間Jを「、労働者の始業及び終業の時

刻及び除染作業の有無Jに改める。

(7) 記の第 2の4中 rJlIJ紙様式 5Jを「特様式第 4号」に改める。

( 8 ) JlIJ紙中別紙様式 1、別紙様式 2、別紙様式 3、別紙様式4、Jllj紙様式 5及

び別紙見本を削る。

Z 昭和 41年 4月 18日付け基災発第 15号「特別加入に係る特定農作業従事者の団

体が定めるべき業務災害の防止に関する措置についてJ

本文中「労災保険事務組合Jを「労働保険事務組合Jに改める O



3 昭和 41年 12月初日付け基災発第 29号「職場適応訓練受講者の特別加入につい

てj の改正

(1) 記の 3のイ中「とし、その別紙の添付は必要がないこと」を削る。

( 2 ) 記の 5中「昭和 40年 11月 15日付け基災発第四号通達別紙様式 3Jを「特

様式第 1号Jに改める。

( 3 )別紙(1 )を別紙別添 lのとおり改める。

4 昭和 42年 2月 21日付け基災発第4号「労災保険事務組合並びに特別加入に関す

る事務処理についてj の改正

( 1 ) 表題及び本文中「労災保険事務組合j を「労働保険事務組合j に、「労災

保険事務」を「労働保険事務」に改める。

( 2 ) 記の 3の(1)を次のように改める。

(1) 中小事業主等及び一人親方等の特別加入者の給付基礎日額は、当該

事業文は当該事業(作業)と同種若しくは類似の事業(作業)に使用

される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して決定されることとさ

れているが、年度更新時において特別加入者がすでに決定された給付

基礎日額の変更を希望する場合には、別添 1 r給付基礎日額変更申請

書J(特様式第 2号)により 6月 1日から 7月 10日までに所轄都道府

県労働局長に申請させるものとする。

なお、当該申請書は変更を希望する者の事業の枝番号ごとに作成し、

基幹番号ごとにまとめて提出させるものとする。

( 3 ) 記の 3の(2 )中 rr給付基礎日額に関する通知書J(様式第 2号)Jを「別

添 2 r特別加入者の給付基礎日額決定通知書J(特様式第 1号の 3) Jに、「別

添文書」を「別紙Jに、「うち一通をもって代えるもの」を「写しJに改め

る。

( 4 ) 記の 4中「この場合同通知書の「別添変更申請書Jを rJJiJ添変更届」に言了

正し、変更屈の写しを添付すること」を円、ずれの場合も、通知書には、変

更届の写しを添付すること」に改め、なお書きの前に、次のただし書きを加

える。

ただし、加入時健康診断を必要とする特別加入者の追加に伴う決定通知は、

特様式第 1号により行うこと。

( 5 ) 別紙を削り、 JJIJ添 1及び別添 2を別紙JJiJ添 2及び別紙別添 3のとおり加え

る。



聞様式総4号叩10俵笛)

労働者災審補償保険特glJ力E入申請書(一人親方等)

• 

国国図図日 自※葺印面の榔の注は意記事載項しなを読いでんでくかださら偲い.載し明て韓民くだが記さu載、します。)

①申請に係る事業由労働関韓番号

7輔自口口口口口b
品目自由 品 自 由 白Eid自白1

斑畳付年月日

② 名称(フPガナ 00ケンショウパテキオウウンレンジュコウシャウミアイ
特 名称嶋本9

00県職場適応訓練受講者組合日j

加 代費者の正措
入 00県xx部ムム課長 0000 
団

体 事推又は停車削撞類 ※特定車種区分

職場適応訓練作業

③糊阪入予定者 加入予定者数 註 。査
*との用紙に舵較しきれない傷合に凪矧胤こ記騰するこι

¥¥特別加入 予定者 業務又は作業の内容 特定業帯・給付基礎隠額

L巧ミ二
按第:33条第3号10業務又は作業の具体的内容 除染 従特定事す総務る 業諦歴
掲げあ者との関係 千糟

1本人 i粉じん 最相ご従事した年月 年 月
柏戸V 鴨 軒跡、守喝9・・司・咽

6家族従事者 1有
3援動工具 従事した期間同合針 年間 ケ月

¥ 3然
5鉛

主主年月日
97有政機当な欄し 希望する給付基礎日事

年 月 日¥ 内

フPガナ

平更
業務又は作業の具体的内容 除染 従事する 業 務 歴

氏名 作業 特定業続

t3紛援動じん工具
最初に従事した年月 年 月

卜¥
..唱骨'‘ャー・，司凶 W~.~"開聞 ・.-・..町可暢..・ 4 値也 a 恒国

5家族従事者 i有 従事し胡閣の合計 年間 ヶ月

生年月日 3無
s79 鉛有骸機当な溶剤し 検聾する給付基礎巨額

年 月 日 向

フジメfナ さ掲合負げ荷託3る3条者第どの3号務i係z …¥  
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氏 名 作業

1本人
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3無
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嘩
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2本人 .--・開------崎且崎 a ・...匂------岨司・・ h 崎申

5家族従事者 1有 従事した期間師会費十 年間 ヶ月

生年月R 3無

?叱る明日朝 門
年 J号 a 91量当なし
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年 月 日

団体の目的、車鴫輩、選世等を明らかにする書類

④添{付る書類骨名称

業輯見書の紡止に関する措置の内容を宮出離した事績

⑤槻i由E入を希霊する日(浄請日の翌日から起算して14日以内 O年 O月 0日

折
り
曲
げ
る
豊
百
に
は
官
房
で

f曲
げ
て
く
だ
さ
い
.

上記のとおり特申油日入の申請をしま士一 名 称 00県職場適応訓練受講組合

♀全♀旦 Q旦

労働局長¥員

郵便脅号 000“ 0000 衝鰐役号 00 -0000-0000 

主た老事高所
団体のの所在地 00県 xx市ムム町00番地 00県xx部ムム課

千塘浦町氏名 00県 XX部Aム課長 0000 印。。

• 
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• 別紙別添2
労働者災害補償保険給付基礎日額変更申請書

(特別加入)

4樹あ母親号

(職員が記載します。)

7時口口口口口口口

• 
※却の械は記載しないでください。

※受付年月日

国固因四回

出目白白l日目白白白口l曲目

“ 
日月年殿労働局長
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住所

保険加入者の

氏
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下記のとおり給付基礎日績の変更を申請しますロ

※整理番号
変更を希望す る

現在の給付基礎日額
今回希望する

特別加入者の氏名 給付基礎日額

一一L一一一

住関

1.変更を希望オる糊l伽入者が多数おり氏名欄に記斡ずることができない場合は、鰍階付して記載することロ

2 ゆ鵡効H入者の氏名jの欄は、記名押F[jすること凶tえて、自筆による署名をすることができる。

枚目)l 枚。;内

折
り
曲
げ
る
場
合
に
は
ゅ
の
所
で
折
り
防
げ
て
く
だ
さ
い

• 

> 



相続母鞍Z号備網

※印の欄は記載しないでください。
府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号 (職員が記載します。)

(1)労働保険番号 I I I I I 枚の内 枚目)

変更を希望す る
現在の給付基礎日額

今回希望する
※整理番号

特 別 加 入 者 の 氏名 給付基礎日 額



材結構1号の3白壁面

131J紙別添 31 
労働者災害補償保険特別加入者の給付基礎日額決定通知書 に止ととニ」

府県 所掌 管轄 基幹番号 桂番号

労働保険番号 承認番号

事務組合・事業
又は団体の名称

年 月 日付けで申請・届出のあった

特別加入者に係る給付基礎日額については

年 月 日から別紙のとおり決定します。

年 月 日

労働局長印

殿

圃.園周圃嗣価回~------ーーーー司開問帽.圃幽凶幽・・---1

f との蹴l部都ある場合には、蹴があったことを知った日¢翌日から起算してω日以内明生労働大臣に対して審 l 
i 査宝青求をすることができますユ (決定があった日から1年を経過した場合を除きます。
! この決定に対する取消訴訟は、園を被告としてぽ耐こおいて国を代表する者附捕大臣となります。)、との決定が ' 

| あったことを知った日配翌日から起算して6か月以内lこ提起することができます。 紗憶があった日から1年を経過した

i 場合を除きます。)
i ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした場合1こは、取消訴訟は、その

| 輔献に対する献の瀧を受けた附翌日カも起算して6矧以内に闘しなけれまなりません。 臓があった日

| から1年を糊した場合を除きま七)



特様式第l号正3懐面]

保険給付の対象についての留意点

特別加入された方が被災した場合、その災害が保険給付の対象となるか苔かは、
厚生労働省労働基準局長が定めた基準!こより認定することとなっており、この基準

ではおよそ次のものが保険給付の対象となります。

また、特別加入前に発生した事由による負傷、疾病等に関しては、保検給付等が
行われません。

なお、疾病の判断のために、就業時間を証明するものが必要となる場合がありま
す。

|!中小事業主の方々 の場合11

保険給付の対象となるのは、当該事業に所属する労働者が行う業務に準じた業務
による災害です。したがって、次の業務による災害は保険給付の対象となりません。

①特別加入申請書の業務の内容欄に記載された所定労働時間外に行う業務

(ただし、当該事業場の労働者が時間外労働を行っている詩聞の範囲内である

ものを除く。)

② 中小事業主等の特別加入者が、事業主の立場において行う事業主本来の業務
(例えば、役員会議、事業主団体の会議への出席等。)

||一人親方等の方々 の場合11

保険給付の対象となるのは、その従事する事業文は作業の種類ごとに決められた
行為による災害に限られています。例えば、建設の事業に特別加入した方が庖頭で
販売することを目的に自家内作業場において製品を製造中に被った災害は保険給付

の対象となりません。

||海外派遣者の方々 の場合11

保険給付の対象となるのは、国内において労働者が被った災害と同じものです。
したがって、例えば、第三者の一方的な加害行為による災害、戦争の巻き添え災害、
特定の地域においては誰でも感染するような伝染病や風土病にり病した場合等につ
いては一般に保険給付の対象にはなりません。

なお、詳しくは最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。


